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３月現在で１ஹ円を超える規模となりŊ ゼロ
ゼロ融資を利用している中小企業者等の約３割

（件数）が、令和５年度から返済を開始する予定
である。
　このような状況の下、当協会においても、こ
の使命を最大限に果たしていくには、経営支援
を特定の部ॺだけの取り組みに終わらせず、全
協会的な経営支援体制を構築してシームレスな
対応を行い、さらに中小企業者等に接する職員
すべてが経営支援に対応できるように育成する
ことが重要であると考えている。
　֤信用保証協会においても、金融支援と経営
支援に一体的に取り組むための組৫改ฤや多༷
な取り組みを検討し実行しているところだが、
当協会では֤部ॺの専門性や強みを活かし、部
ॺ間連携の強化を意識した支援体制の構築と、
そのために行うべき人材育成に取り組んでいる。
経営支援力は一朝一༦に身につくものではな
いので、まずは環境づくりから始め、職員が経

  １．は͡Ίに

　繰り返しҖを振るった新型コロナウイルス
感染症も令和５年５月からは感染症法上の５類
に位置付けられ、以前のような日ৗ生活や経済
活動をঃ々に取りしつつあるなかで、国際的
な資ݯ価格の上ঢや円安の影響等により中小企
業・小規模事業者（以下、「中小企業者等」と
いう。） を取りרく環境は引き続きݫしい。特
に令和５年度は、新型コロナウイルス感染症対
応資金（以下、「ゼロゼロ融資」という。）のਾ
置期間が終了し、返済が始まる中小企業者等の
方々を金融面と経営面で支えていかなければな
らないことは、全国の信用保証協会の共通の使
命であることは今さら言うまでもない。
　ゼロゼロ融資を主࣠とするコロナ関連保証
での金融支援にੵۃ的に取り組んだ結果、当協
会の保証࠴務残高は、̡ਤ１ のrとおり、令和４年
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 �．経営支援ମ੍構築のたΊの部ॺؒ
　　 ࿈ܞのڧ化について

　当協会の部ॺ間連携による経営支援体制は
ʲਤ２ʳのとおりである。
　経営支援に関する活動を֤部門が主体的に行
う機会を出することで、中小企業者等を支援
する意識のৢ成と支援力の向上をਤることを
ૂいとしているŇ それでは、֤チームの役割を
順に見ていきたいŇ

（１）「伴走支援ύートナー」のઃஔ
　長期化するコロナ禍において、「ゼロゼロ融
資」等により過࠴務を๊えた中小企業者等へ
の経営支援のॆ実が求められている現状をؑ
み、中小企業者等の「伴走者」となり、個々の
՝題に応じたద時ద切な経営支援を行うため、
令和４年度に「伴走支援ύートナー」を設置した。

ᶃ伴走支援ύートナーとは
　従来、経営支援は経営支援部門、金融支援は
保証部門が主体となり、中小企業者等への支援
を行ってきたが、経営支援の一のॆ実のため
経営支援と金融支援をセットですすめる؍点か
ら、保証部門の保証担当を「伴走支援ύートナー」
としてબ抜し、以下の業務を行うことにした。

w 金融機関への経営支援案内
w 金融機関からの経営支援ਪન案件対応

営支援に携われる機会をできるだけ多く作るこ
とで、人材育成に結びつけるように工夫した。

w 金融機関からの経営支援に関する照会対応
w 経営支援に付ਵした保証相談・ఏ案、保証

申込৹ࠪ

ᶄ伴走支援ύートナーの֦ॆ
　令和５年度から保証部門に条件変ߋ担当՝を
Ҡ管し、同՝の担当者を「伴走支援ύートナー」
に加え、期中における支援体制機を強化する
とともに、より中小企業者等にدりఴった支援
を行えるようさらなる機強化をਤり、以下の
業務を加した。

w 初期延先ٴびリスケ先の経営支援相談・
ఏ案、条件変ߋ৹ࠪ

w バンクミーテΟングへの参加
　以上、あらゆる局面の中小企業者等にਝ・
ஸೡに対応できるよう体制を整えるとともに、
֤部ॺ内における経営支援意識の向上と経営支
援を行う機会を設け、事務局担当である経営支
援部門のフォローによる̤̟̩を通じて経営支
援人材の育成をਤるのがૂいである。

ᶅ伴走支援ύートナーのڧΈ
　当協会の保証部門の保証担当は金融機関の営
業店ごとに配置しているため、日ৗ業務を通じ
て当協会の保証担当者と金融機関の営業店担当
者には強いつながりがある。そして、営業店担
当者は日ごろ接৮の機会が多い中小企業者等と
の強いつながりがあることから、この 保証担当
者≫営業店担当者≫中小企業者等 までの「強固
なつながり」を活用して経営支援に取り組んで
いる。お互いをよく知るもの同士がつながるこ
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大型設備資を行うも、本格稼働となるタイミ
ングで平成 30 年の日本߽Ӎによる減産、令
和２年からのコロナショックによる生産ఀࢭ、
半導体不足等からの減産等の影響を受け、業績
不振にؕっていた。
� 金融支援ɾ経営支援ঢ়گ �
　当協会は平成２年７月以߱、దٓ継続的に金
融支援を行い、コロナ禍においてもゼロゼロ融
資による資金繰り支援を行う中、メイン行は外
部支援機関による専門家を遣するも、同社の
ٕज़力は専門家の知見を྇ぐもので助言はޭ
しなかった。
　令和４年４月、伴走支援ύートナーである保
証部門の保証担当はメイン行担当者から生産
現場を診断できる専門家の遣要請を受けた。
さっそく、保証担当は経営支援部門担当ととも
に同社を๚問。代表者に現況をώアリングし、
当協会専門家遣メニューの案内を行い要に
Ԋった専門家のબ定に入った。そして、同年６
月、当協会に登している専門家（当時 15 ໊
在੶）のうち、金ଐ加工の現場改ળに造ܮの深
い専門家（中小企業診断士）を遣したところ、
同専門家からは現状の生産工程に問題はなく、
生産性向上の方策として二交代制の導入による
ૢ業時間の延長、または設備改良が考えられる
、の助言がなされた。しかし、代表者からはࢫ
二交代制は従業員のෛ担増になることからબ
になく、設備改良は手元資金での対応が困難ࢶ
との見解がࣔされた。そこで、伴走支援ύート
ナーは設備改良に関して補助金の活用も一案と
助言し、その設備計画࣍ୈでは保証対応による
金融支援も検討できるࢫを伝えた。
　同年９月、代表者は検討のうえ、補助金を活
用した設備改良を実施する方を決めた。当協
会に対し、補助金申請支援のՄな専門家の
հґ頼がなされた。外部支援機関に補助金申請
にਫ਼通した専門家がおり、બࢶの１つとして
հした。同年 12 月、հした専門家の支援も
あり、補助金が࠾されたࢫの連絡が代表者か
らあり、金融支援の相談を受けた。伴走支援ύー
トナーは財務ॾ表ではਤれないٕज़力と事業性
を高く評価し、令和５年４月に補助金が入金さ
れるまでの短期資金の保証承を行った。

　また、条件変ߋ担当も中小企業者等の所在地
に応じて配置しているため、その担当制の強み
を活かして経営支援を行うこととしている。そ
して、保証部門の֤担当が「伴走支援ύート
ナー」となり経営支援の場面をより多く体験す
ることは、中小企業者等への支援のスキル向上
にもつながるものと期している。

ᶆ伴走支援ύートナーによる経営支援事ྫ
　ここで「伴走支援ύートナー」が架けڮとな
り、金融支援と経営支援の一体的な支援に取り
組んだ事例をհしたい。
� 事業༰ɾԊֵ �
　株式会社 A は昭和 41 年に先代が業し、当
時は二ྠ車の全期でオートバイのマフラー等
の流行りのメッキ加工を行っていたが、近時は
自動車部品を主体とし、その他にもॅ用収納
部品等の電気メッキ加工業を営んでいる。同社
の行う表面ॲ理は、国内では།一、世界でも２
社しか対応できないछ類のメッキ加工もあり、
表面ॲ理業界での知໊度は高かった。
� 業ਪҠɾݪڥځҼ �
　コロナ前の年商は概ね 4 億 5,000 万円でਪҠ
するも収益性は低い状ଶを続けてきた。平成 18
年以߱、同社が加工に用いるニッケル金ଐは価
格高ಅを続け、収益性を圧ഭしていた上に、自
動車部品が業界׳例により価格交বがۃめて困
難であり、20 年以上も価格の見直しが行われ
ないことも低収益の要因であった。
　また、取引先との地位向上を企ਤし、発注元
との共同開発による増産体制にண手するために

とで、気ܰに相談ができるようになり、本当に
必要としている方に対して専門家遣などのద
切な経営支援を行うことがՄとなっている。
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　なお、設備改良後は生産力が 150％に向上
することが見込まれ、令和５年度中には設備導
入にかかる自ݾෛ担部分の一部を長期借入資金
にて対応することを予定しており、引き続き当
協会で資金繰り支援を検討する。
� の支援方ޙࠓ �
　代表者からの事業承継、従業員のٕज़承継等
が࣍なる՝題となると想定されるため、設備改
良が一段མした時期に、当協会の専門家遣の
活用により知的資産経営報告書の作成支援を実
施する等、同社が培った強み、࣍世代に引き継
ぐべき知的資産を整理する支援を実施していき
たい。
� 代表者の �
　「遣された大手ߤ空機メーカー出身の専門
家は、現場改ળ経験も๛富で勉強になる部分が
多く、今後のྐとしていきたい」との感謝の言
葉をいただいた。
　また、「信用保証協会の職員と会うのは初めて
だったが、保証部門担当者、経営支援部門担当
者がଗって๚問してくれたことに加え、専門家
や金融機関担当者と連携を取り、一体となって
助言をえたことは心強く感じ、今後も支援願
いたい」とのことであった。

（２）ঁੑ業者支援νーϜ「な͝っと！」に
　　 ついて
　当協会は໊ݹ屋市内におけるঁ性業者をよ
り身近なύートナーとして支援していくため
に、令和４年５月１日にঁ性業者支援チーム

「なごもっとʂ」（˞）を設置した。
（˞）「なごもっとʂ」は、ঁ 性業者の皆さまにも

・ ・ ・

っと

、りఴい支援することで、ঁ性業者を増やしد

名
・ ・

古屋市をも
・ ・ ・

っとり上げたいという思いから、

チームメンバー全員で考え໊付けた。

　本チームは、これから事業を始めるঁ性業
者や事業を始めたばかりのঁ性経営者の皆さま
からの相談にジェンダーフリーなチームがدり
ఴい、きめࡉかなサポートを行っている。メン
バーとして、保証部門の業支援担当と経営支
援部門の職員のほか、金融支援もできる保証担
当の職員、今後増加が予想されるリスケ対応の
条件変ߋ担当の職員ٴび広報・情報収ूを得意

とする企画部門の職員など֤部門からঁ性職員
13 ໊をूめるとともに、「உ性目線での意見を聞
きたい」というケースに応えるためにஉ性職員２
໊も参加することで、トータルでサポートでき
る体制となっており、以下の活動を行っている。

w ঁ性業者からの相談対応、保証申込৹ࠪ、
フォローアップ

w ঁ性業者を対としたセミナー等の開࠵
w ঁ性業者を支援する関係機関が実施する

会議、セミナー等への参加
w その他ঁ性業者を支援するために必要な

業務
　そして、「なごもっとʂ」のメンバーが上ه
の活動を通じて、業者支援の場面をより多く
体験することは、中小企業者等の支援力の向
上にもつながるものと期している。

（３）抜本再生Ҋ݅特ผ支援νーϜについて
　本チームは部ॺԣ断的に抜本再生案件の進
管理ٴび円滑な情報交換を行い、その方向性や
結論を早期に協議、決定することを目的として、
令和２年４月に設された。
　本チームが取りѻう案件は、地域経済活性
化支援機構（̧̫̞̘̚）ٴび中小企業活性化
協議会が関与する抜本再生案件のほか、令和
４年４月に制定された「中小企業の事業再生等
に関するガイドライン」を利用する案件も対
としている。
　対案件の進管理は、他の抜本再生案件
とともに経営支援部門にて行うが、部ॺԣ断
的に保証部門の条件変ߋ担当、期中管理部門、
回収部門の職員もメンバーとして参加すること
で、スムーζに業務対応できるよう連携する。
そして、再生案件に対する情報共有や知識のश
得をਤり、人材育成につなげていくものである。

 3．経営支援人材育成のͮڥくりに
　　 ついて

　平成 19 年の責任共有制度の導入により金融
機関経由の保証申込が主体となり、当協会では
保証৹ࠪにおいて中小企業者等と接する機会が
少なくなっていたので、目利き力をཆうため
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富な金融機関̤̗スタッフは、企業๚問の場面で
中小企業者等との信頼関係を築くことがみで
あり、信用保証協会の職員の手本となっている。
　また、同スタッフによる企業๚問や専門家
遣の報告書も大変有意ٛなものとなっているの
で、与信やリスケの断材料として他部ॺへ情
報共有をਤっている。ব外業務において同スタッ
フはख़࿅したスキルを持っており、企業文化の
異なる者同士が一緒に仕事を行うことによって、
信用保証協会の職員は良いܹを受けている。

（２）事業ঝܧ支援のऔりΈについて
　当協会では、令和４年９月から月に一度、事
業承継個別相談会を開࠵しており、保証利用の
ある中小企業者等が参加費無料で税理士や中小
企業診断士等の専門家に相談できる機会となっ
ている。相談対応は、愛知県事業承継・引継ぎ
支援センターの相談員と当協会の中小企業診断
士、FP 事業承継・.�A、ڃ１ エキスύート
等の事業承継関連資格を保有する職員が同੮し
て行っている。
　令和４年度の相談対応件数は̔件であり、同
੮した職員によると同センターの相談員の対応
振りはώアリングٕज़をຏくにはඇৗに参考と
なるとの評で、令和５年度も継続して開࠵し
ている。
　このように相談会を通じて、顧客である中小
企業者等の役に立つこともさることながら、当
協会の職員が相談に同੮することは、経営支援
の知見を広げる良い機会としてଊえている。
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そうした機会を増やすことが重要な՝題となっ
ていた。繰り返しになるが、経営支援力は一
朝一༦に身につくものではないので、スモール
ステップのੵみ重ねにより無理なくཆわれるよ
うに、まずは人材育成の環境づくりからண手で
きないかを模ࡧしていた。
　従来から、経営支援部門では企業へのώアリ
ングや専門家遣の際に、他部ॺ職員を同行さ
せることで、現場に出向く機会を出してきた
が、令和４年度から取り組みを一深化させ、
他部ॺの職員にも経営支援を意識してもらい、
人材育成の環境づくりに向けて主体的に行動す
るための役割やチーム作りを行った。
　そして、このチームฤ成と後ड़する事業承継
支援で֤成長ステージをཏする経営支援体制
を構築したのである。

 4．そのଞのऔりΈについて

（１）国とࢢの補助金による経営支援ڧ化ଅਐ
　　 補助金事業について
　従来の国の補助金事業に加え、令和４年度か
ら໊ݹ屋市の補助金事業も加わった。྆事業と
もに企業๚問と専門家遣を主࣠に展開してい
るが、金融機関̤̗をスタッフ（令和５年６月現
在10໊在੶）として活用したプッシュ型経営支
援はඇৗにޮ果的であることに加えて、人材育
成の؍点からも有意ٛなものとなっている。
　༏れた対話力やώアリング力を持つ経験๛
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（３）経営支援にؔ͢る部研修について
　上ड़した取り組みはO+Tによる人材育成が主
となるが、令和５年度からは勉強会や研修を主
体とするOFF・+Tによる人材育成にも注力して
いる。特に外部支援機関と連携を強化し、֤ छ研
修を通じた職員のスキルアップを実施している。

ᶃ中小企業ੑ׆化協ٞ会とのษڧ会
　当協会は愛知県中小企業活性化協議会（以
下、「協議会」という。）と定期的に意見交換会
を݉ねた勉強会を開࠵している。۩体事例を１
つհすると、令和５年１月に「中小企業活性
化ύッケージ̣̭̩̚」をテーマに勉強会を開
した。事業再生、再チャレンジ等の中小企業࠵
者等の֤支援ステージに備えるため、当協会か
らは経営支援部門に加え、期中管理部門ฒびに

事業の未来に
　襷をツナグ！

たすき

事業の未来に事業の未来に事業の未来に事業の未来に

駅伝では、全力を振り絞ったランナーが、
「頼む！」という気持ちを込め

襷を繋ぐ姿に感動します。
全力の事業承継を応援します！

後継者が、
まだ決まって
いない。

事業承継、
何から手を
つけたら
いいの？

名古屋市信用保証協会 2階 応接室

当協会に保証残高を有する方

愛知県事業承継・引継ぎ支援センター 相談員
名古屋市信用保証協会 経営支援部職員

裏面の申込書に記載のうえ、FAXにてお申込みください。

令和5年4月12日より毎月第2水曜日
❶13：30～14：30　❷15：00～16：00日時

場所

対象者

相談員

申込方法

無料
費 用

事業承継
税制って
なに？

事業承継
個別相談会
事業承継
個別相談会
事業承継
個別相談会
事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継事業承継
個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会まずは、ご相談ください！

名古屋市信用保証協会 経営支援部［ 担当：石川、稲吉 ］
お問い合わせ先

052-212-3081TEL 052-201-3075FAX

令和5年度

回収部門から、૯ 21 ໊が参加した。　
　特に、コロナショック等により過࠴務に
ؕった中小事業者等に対し、継続支援、出口ઓ
ུに向けた手法として「中小企業活性化ύッ
ケージ̣̭̩̚」で加ા置された「再生ܥサー
ビサーを活用した支援スキーム」について理解
を深める等、新たな支援手法を学ぶとともに、
業छ別の動向について意見交換を行い、当地۠
の特色について認識を共有した。
　今後も１社でも多くの支援を実現するため、

協議会と定期的に勉強会を開࠵することで当協
会職員の経営支援意識と知識の向上をਤり、ద
切な経営支援・再生支援に取り組んでいきたい。

ᶄ中小企業基൫整උػ構による支援ؔػけ研
修のར用

　現在当協会では、事業承継支援策として中小
企業基൫整備機構（以下、「中小機構」という。）
の協力を得て、「後継者育成塾」を年６回の予
定で実施中である。
　「後継者育成塾」では、参加する中小企業者
等の後継者同士のグループワーキングを職員が
サポートする役割を担っている。開講前にはサ
ポートする職員のスキル向上を目的として、中
小機構から講ࢣの遣を受け、ローカルベン
チマークと経営デザインシートの活用について
֤々研修を行い、同グループワーキングでのサ
ポートに必要なスキルを学び、४備した。
　これらの研修には、経営支援部門の職員以外
にも保証部門、期中管理部門の職員も知見を広
めるため延べ 30 ໊が参加した。

特集２　地Ҭを支える信用保証協会の経営支援のऔりΈ

中小企業ੑ׆化協ٞ会とのษڧ会

中小企業基൫整උػ構との研修会
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 �．おわりに

　当協会は、令和４年度に経営理念を改正し、
今年度立 75 周年というઅ目をܴえた。
　新たな経営理念において「私たちは、中小企
業者の良きパートナーとして金融の円滑化と経
営基൫の強化をਤり、地域経済や社会の発展に
貢献します。」として当協会の存在意ٛをࣔし

ている。全職員がઅ目の時期に改めて、この存
在意ٛを強く認識し、その実現に向けたビジョ
ンとして「協調性をもって互いに研ᮎにྭみな
がら、活気と働きがいのある組৫風の形成」
を目指している。今回հしたテーマ「部ॺ間
連携による経営支援と人材育成への取り組みに
ついて」は、まさに当協会の経営理念に通ずる
ものである。
　今後も、信用保証協会としての使命を果たす
ために経営理念の実践に向けて、一部ॺ間連
携を深め、金融支援・経営支援をはじめとする
֤छ支援をオール協会として全力で取り組み、
中小企業者等すべてのステークホルダーからの
信頼に応えឺを一強化していきたい。


